
は
じ
め
に

後
漢
中
期
以
降
、
竇
氏
・�
氏
な
ど
の
外
戚
が
国
政
を
主
導
し
て
い

た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
最
も
権
勢
を
振
る
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
の
が
、｢

跋
扈
将
軍｣

と
非
難
さ
れ
た
順
帝
〜
桓
帝

期
の
梁
冀

(

？
〜
一
五
九)

で
あ
る

(

１)

。

梁
冀
政
権
を
は
じ
め
と
す
る
外
戚
政
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
皇
帝
と
の

親
近
性
や
皇
太
后
権
に
基
づ
い
て
権
力
を
振
る
っ
て
い
た
、
と
す
る
見

方
が
あ
る

(

２)

。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
外
戚
が
皇
帝
・
皇
太
后
と
近
し

い
関
係
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
政
運
営
に
参
与
し
得
る
権
限
を
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、
国
政
を
主
導
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
か
か

る
権
限
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
し
か
る
べ
き
官
へ
の
任
官
が
不
可
欠

と
な
る
。
そ
こ
で
、
外
戚
の
勢
力
基
盤
、
ひ
い
て
は
そ
の
権
力
構
造
を

解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
官
制
の
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
い
て
、
先
学
の
多
く
は
、
外
戚
政
権
の
勢
力

基
盤
を
、
尚
書
台
な
い
し
は
冨
田
健
之
氏
の
い
わ
ゆ
る

｢

尚
書
体
制｣

(｢

皇
帝
官
房｣

と
し
て
の
尚
書
台
が
統
御
・
運
用
し
て
い
た
官
僚
機
構

を
中
心
と
す
る
政
治
体
制)

に
求
め
て
き
た

(

３)

。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、

当
時
の
尚
書
台
が
三
公
や
九
卿
を
抑
え
て
政
策
形
成
に
参
与
し
、
国
政

運
営
の
中
心
的
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
、
と
す
る
通
説
的
理
解
か

ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
漢
に
お
い
て
政
策
形
成

に
専
権
的
に
参
加
し
て
い
た
官
署
は
、
尚
書
台
で
は
な
く
、
公
府

(

太

傅
・
三
公
の
府
、
す
な
わ
ち
太
傅
府
・
三
公
府
の
総
称)

と
将
軍
府

(
将
軍
の
幕
府)

で
あ
っ
た

(

４)

。
し
か
も
、
当
時
、
尚
書
台
に
よ
る
三
公

の
形
骸
化
と
い
う
事
態
は
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
公
府
が
国
政
運
営
の
中

心
的
機
関
と
し
て
機
能
す
る
政
治
体
制
が
布
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る

(

５)

。

こ
の
よ
う
に
、
後
漢
の
公
府
・
将
軍
府
が
政
策
形
成
に
た
ず
さ
わ
り
、
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梁
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国
政
運
営
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
り
を
果
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

当
時
の
外
戚
の
勢
力
基
盤
を
従
来
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
の
か
否
か
が
、

あ
ら
た
め
て
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
梁
冀
政
権

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
梁
冀

は
絶
大
な
る
権
勢
を
誇
っ
た
外
戚
で
あ
る
の
で
、
そ
の
政
権
の
権
力
構

造
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
後
漢
に
お
け
る
外
戚
政
権
の
あ
り
方
を
理
解

す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
を
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
梁
冀
政
権
の
成
立
か
ら
崩
壊
ま
で
を
時
系

列
順
に
辿
り
つ
つ
、
そ
の
権
力
構
造
を
分
析
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、

後
漢
の
外
戚
政
権
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い

(

６)

。

一

跋
扈
将
軍
の
権
勢

永
和
六
年

(

一
四
一)

八
月
、
大
将
軍
梁
商
が
死
去
し
た
。
梁
商
は

順
帝
の
皇
后
梁
氏
の
父
に
あ
た
り
、
陽
嘉
三
年

(

一
三
四)

に
大
将
軍

に
就
任
し
て
以
降
、
順
帝
か
ら
国
政
を
委
任
さ
れ
、
善
政
を
布
い
て
い

た
。
そ
の
死
後
に
国
政
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
の
が
、
梁
商
の
子
の
梁

冀
で
あ
る
。
巻
六
順
帝
紀
・
永
和
六
年
条
に

八
月
丙
辰
、
大
將
軍
梁
商
、
薨
ず
。
壬
戌
、
河
南
尹
梁
冀
、
大
將

軍
と
爲
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
商
死
去
の
数
日
後
、
梁
冀
は
河
南
尹
か
ら
大
将
軍

に
昇
進
し
た
。
周
知
の
通
り
、
大
将
軍
は
武
官
の
最
高
位
で
あ
り
、
後

漢
で
は
外
戚
の
多
く
が
国
政
に
参
与
す
る
に
あ
た
っ
て
任
官
し
て
い
た
。

梁
冀
は
梁
商
か
ら
半
ば
世
襲
す
る
形
で
、
当
該
官
職
に
就
任
し
た
の
で

あ
る
。

か
く
し
て
、
大
将
軍
に
昇
進
し
た
梁
冀
は
、
ま
も
な
く
権
勢
を
振
る

う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
巻
五
六��
列
伝
に

順
帝
の
末
、
侍
御
史
と
爲
る
。
時
に
遣
わ
す
所
の
八
使
の
光
祿
大

夫
杜
喬
・
周
擧
等
、
糾
奏
す
る
所
多
き
も
、
而
る
に
大
將
軍
の
梁

冀
及
び�
宦
官
、
互
い
に
爲
に
救
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
事
、
皆
な

�
遏
せ
ら
る
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
漢
安
元
年

(

一
四
二)

、
い
わ
ゆ
る
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図１ 劉氏と梁氏

安

帝

梁

商

虞
貴
人

順

帝

梁

太

后

渤
海
王
劉
鴻

梁

冀

沖

帝
蠡
吾
侯
劉
翼

質

帝
梁

皇

后

桓

帝



｢

八
使｣

と
し
て
地
方
を
巡
察
し
た
光
禄
大
夫
周
挙
ら
は
、
地
方
長
官

の
不
正
を
多
数
摘
発
し
よ
う
と
し
た

(

７)

。
と
こ
ろ
が
、
地
方
長
官
た
ち
は
、

宦
官
と
結
ん
だ
梁
冀
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
、
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
を

免
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
地
方
長
官
が
梁
冀
の
庇
護

の
も
と
で
政
治
を
私
物
化
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
梁
冀

は
、
彼
ら
の
後
ろ
盾
と
な
り
得
る
ほ
ど
の
権
勢
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。漢

安
三
年

(

一
四
四)
、
順
帝
が
崩
御
し
て
沖
帝

(

順
帝
の
子)

が

即
位
す
る
と
、
巻
三
四
梁
統
列
伝
附
梁
冀
列
伝
に

(

順)

帝
の
崩
ず
る
に
及
び
、
沖
帝
、
始
め
繦
褓
に
在
り
、(

梁)

太
后
、
臨
朝
す
。(

梁)

冀
に
詔
し
て
、
與
太
傅
趙
峻
・
太
尉
李

固
參
録
尚
書
事

(

原
文)

。
冀
、
辭
し
て
當
た
る
を
肯
ぜ
ざ
る
と

雖
も
、
侈
暴
な
る
こ
と
滋
〃
甚
だ
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
皇
后
は
皇
太
后
と
な
っ
て
臨
朝
称
制
し
た
。
彼
女

は
梁
冀
に

｢

録
尚
書
事｣

と
な
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
固
辞
さ
れ
て
い

る
。｢

録
尚
書
事｣

に
つ
い
て
、
先
学
の
多
く
は
、
外
戚
が
尚
書
台
を

掌
握
す
る
際
の
制
度
的
基
盤
と
み
な
し
て
い
る

(

８)

。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次

節
で
再
検
討
を
試
み
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、｢

録
尚
書
事｣
と

な
る
こ
と
を
固
辞
し
た
梁
冀
が
、｢

侈
暴
な
る
こ
と
滋
〃
甚｣

し
い
と

評
さ
れ
る
ほ
ど
の
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
即
位
の
翌
年
に
沖
帝
が
崩
じ
る
と
、
梁
冀
は
質
帝

(

渤
海
王

劉
鴻
の
子)

を
擁
立
し
た
。
質
帝
期
の
梁
冀
政
権
に
つ
い
て
、
梁
冀
列

伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(

質)

帝
、
少
く
し
て
聰
慧
に
し
て
、(

梁)

冀
の
驕
横
な
る
を
知

る
。
嘗
て
羣
臣
を
朝
し
、
冀
を
目
し
て
曰
く
、｢

此
れ
跋
扈
將
軍

な
り｣

と
。
冀
、
聞
き
て
深
く
之
を
惡に
く

む
。
遂
に
左
右
を
し
て
鴆

の
煮
餅
に
加
え
し
も
の
を
進
め
し
む
。
帝
、
即
日
崩
ず
。

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
質
帝
即
位
後
も
梁
冀
の
権
勢
は
衰
え
ず
、
そ
の

甚
だ
し
さ
は
質
帝
か
ら｢

跋
扈
將
軍｣

と
非
難
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
本
初
元
年

(

一
四
六)

、
自
分
に
批
判
的
な
質

帝
を
毒
殺
し
て
し
ま
う
。
皇
帝
弑
逆
の
凶
行
に
お
よ
ん
だ
梁
冀
は
、
巻

六
三
李
固
列
伝
に

(

梁)

冀
、
書
を
得
、
乃
ち
三
公
・
中
二
千
石
・
列
侯
を
召
し
て

大
い
に
立
つ
る
所
を
議
す
。(

李)

固
・(

胡)

廣
・(

趙)

戒
及

び
大
鴻
臚
杜
喬
、
皆
な
以
爲
え
ら
く
、｢

清
河
王

(

劉)

蒜
は
、

明�
著
聞
に
し
て
、
又
た
屬
、
最
も
尊
親
な
れ
ば
、
宜
し
く
立
て

て
嗣
と
爲
す
べ
し｣

と
。
是
れ
よ
り
先
、
蠡
吾
侯

(

劉)

志
、
冀

の
妹
を
取め

と

る
に
當
た
り
、
時
に
京
師
に
在
り
。
冀
、
之
を
立
て
ん

と
欲
す
。�
論
、
既
に
異
な
れ
ば
、
憤
憤
と
し
て
意
を
得
ざ
る
も
、

而
る
に
未
だ
以
て
相
奪
う
こ
と
有
ら
ず
。
…
…
明
日
、
重
ね
て
公

卿
を
會
す
。
冀
、
意
氣
凶
凶
と
し
て
、
言
辭
、
激
切
た
り
。
胡
廣
・

趙
戒
よ
り
以
下
、
之
を
懾
憚
せ
ざ
る
莫
し
。
皆
な
曰
く
、｢

惟
れ

大
將
軍
の
令
な
り｣

と
。
而
る
に
固
、
獨
り
杜
喬
と
與
に
堅
く
本

議
を
守
る
。
冀
、
聲
を�
し
く
し
て
曰
く
、｢

會
を
罷
め
ん｣

と
。

固
、
意
既
に
從
わ
ず
、
猶
お�
心
に
望
み
て
立
つ
る
べ
し
と
し
、

復
た
書
を
以
て
冀
に
勸
む
。
冀
、
愈
〃
激
怒
し
、
乃
ち

(

梁)

太
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后
に
説
き
て
先
ん
じ
て
固
を
策
免
し
、
竟
に
蠡
吾
侯
を
立
つ
。
是

れ
桓
帝
た
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蠡
吾
侯
劉
志
を
帝
位
に
擁
立
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
太
尉
李
固
・
司
徒
胡
広
・
司
空
趙
戒
・
大
鴻
臚
杜
喬
は
、

清
河
王
劉
蒜
を
擁
し
て
対
抗
し
た
。
ま
も
な
く
、
胡
広
・
趙
戒
は
梁
冀

の
脅
し
に
屈
し
て
翻
意
す
る
が
、
李
固
と
杜
喬
は
な
お
も
反
対
意
見
を

述
べ
た
。
そ
こ
で
梁
冀
は
、
集
議
を
強
制
的
に
閉
会
し
、
劉
志
擁
立
を

強
引
に
決
定
す
る
。
さ
ら
に
は
、
集
議
閉
会
後
も
反
対
姿
勢
を
貫
く
李

固
を
、
梁
太
后
に
働
き
か
け
て
策
免
し
、
誅
殺
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
反
対
意
見
を
封
殺
し
、
自
分
の
意
見
を
押
し
通
す
こ
と
が

で
き
た
こ
と
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
梁
冀
の
権
勢
の
強
大
さ
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

桓
帝
擁
立
と

｢

録
尚
書
事｣
権

官
僚
層
の
意
思
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
梁
冀
は
、
巻
六

質
帝
紀
・
本
初
元
年
条
に

閏
月
、
…
…
戊
子
、
司
徒
胡
廣
、
太
尉
と
爲
り
、
司
空
趙
戒
、
司

徒
と
爲
り
、
與
梁
冀
參
録
尚
書
事

(

原
文)

。
太
僕
袁
湯
、
司
空

と
爲
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
本
初
元
年
閏
月
、
外
戚
と
し
て
は
初
め
て

｢

録
尚
書

事｣

と
な
る
。
そ
し
て
、
同
月
、
劉
志
を
洛
陽
城
南
宮
に
迎
え
入
れ
て

即
位
さ
せ
た
。
こ
れ
が
桓
帝
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
先
学
は
、
外
戚
が
尚
書
台
や
い
わ
ゆ
る

｢

尚
書

体
制｣

を
掌
握
す
る
際
の
制
度
的
基
盤
を
、｢

録
尚
書
事｣

に
求
め
て

い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ
り
、[

一]

三
公
以
下
、
尚
書
台
を
含
む
百
官
を
統
べ
て
国
政
の
実
権
を
掌
握
し
て

い
た
と
す
る
説
、[

二]

地
位
は
高
か
っ
た
が
、
国
政
を
主
導
し
て
は

い
な
か
っ
た
と
す
る
説
、[

三]

官
僚
機
構
を
代
表
し
て
尚
書
台
を
総

攬
し
、
皇
帝
が
上
奏
文
の
決
裁
を
十
分
に
成
し
得
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
国
政
運
営
を
い
わ
ゆ
る

｢

尚
書
体
制｣

の
内
側
か
ら
輔
翼
し
て
い
た

と
す
る
説
、
と
が
あ
る

(

９)

。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
必
ず
し
も
史
料

的
根
拠
を
提
示
し
た
上
で
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ま
だ
検

討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

[

三]

の
冨
田
健
之
氏
は
、
自
説
の
論
拠
と
し
て
、
①
巻
二
三
竇
融

列
伝
附
竇
憲
列
伝
に

和
帝
、
即
位
す
る
や
、(

竇)

太
后
、
臨
朝
す
。
…
…

(

竇)

憲
、

前
の
太
尉�
彪
の
義
讓
有
り
て
、
先
帝
の
敬
う
所
に
し
て
、
仁
厚

委
隨
な
る
を
以
て
、
故
に
之
を
尊
崇
し
、
以
て
太
傅
と
爲
し
、
百

官
を
し
て
己
を
總
べ
て
以
て
聽
か
し
む
。
其
の
施
爲
す
る
所
、
輒

ち
外
は
彪
を
し
て
奏
せ
し
め
、
内
は
太
后
に
白も

う

す
。
事
、
從
わ
れ

ざ
る
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、｢

録
尚
書
事｣

と
な
っ
た�
彪
が
、｢

外｣

す
な
わ
ち

外
朝

(
三
公
を
頂
点
と
す
る
官
僚
機
構)

の
総
意
を
代
表
し
て
上
奏
し

て
い
る
こ
と
、
②
巻
三
章
帝
紀
・
永
平
一
八
年
条
所
載
の
章
帝
の
詔
に

朕
は
眇
身
を
以
て
王
侯
の
上
に
託
し
、
萬
機
を
統
理
す
る
も
、
厥そ
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の
中
に
失
う
を
懼
れ
、
兢
兢
業
業
と
し
て
、
未
だ
濟な

す
所
を
知
ら

ず
。
深
く
守
文
の
主
を
惟
い
、
必
ず
や
師
傅
の
官
を
建
て
ん
。
…
…

行
太
尉
事
・
節
卿
侯

(

趙)

憙
は
、
三
世
、
位
に
在
り
て
、
國
の

元
老
た
り
。
司
空

(

牟)

融
は
職
を
典
る
こ
と
六
年
、
勤
勞
に
し

て
怠
ら
ず
。
其
れ
憙
を
以
て
太
傅
と
爲
し
、
融
を
太
尉
と
爲
し
、

竝
録
尚
書
事

(
原
文)

。

と
あ
り
、
太
傅
趙
憙
と
太
尉
牟
融
の
拝
受
し
た

｢

録
尚
書
事｣

が
、
章

帝
の
立
て
よ
う
と
し
た

｢
師
傅
の
官｣

に
相
当
す
る
こ
と
、
の
二
点
を

挙
げ
て
い
る

(�)
。

①
は
、�
彪
の
上
奏
内
容
を
官
僚
の
総
意
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
理

解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
竇
憲
列
伝
に
は
、

�
彪
の
上
奏
文
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
官
僚
層
の

意
思
を
反
映
し
て
い
た
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、｢

録
尚
書
事｣

と
な
っ
た
者
が
右
の
よ
う
な
形
で
官
僚
機
構

を
代
表
し
て
い
た
、
と
す
る
見
方
に
は
疑
問
が
残
る
。

他
方
、
②
は
、｢

録
尚
書
事｣

を
官
名
と
み
な
す
こ
と
を
論
の
前
提

に
据
え
て
い
る
。
巻
四
和
帝
紀
・
章
和
二
年
条
に

(

竇)

皇
太
后
、
詔
し
て
曰
く
、｢

…
…
其
れ

(�)
彪
を
以
て
太

傅
と
爲
し
、
爵
關
内
侯
を
賜
い
て
、
録
尚
書
事

(

原
文)

。
百
官
、

己
を
總
べ
て
以
て
聽
け
。
…
…｣

と
。

と
あ
る
ご
と
く
、
某
官
の
任
官
者
が

｢

録
尚
書
事｣

と
な
っ
た
場
合
、

『

後
漢
書』

で
は

｢

官
名
＋
爵
号
＋
録
尚
書
事｣

の
形
式
で
表
記
さ
れ

て
い
る
。
仮
に

｢

録
尚
書
事｣

を
官
名
と
み
な
し
た
場
合
、
和
帝
紀
の

記
事
は

｢

本
官
＋
爵
号
＋
兼
任
官｣

と
な
り
、
官
名
が
爵
号
の
前
後
に

記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
巻
七
四
劉
表
列
伝
に

(

李)�

、(

劉)

表
を
以
て
鎭
南
將
軍
・
荊
州
牧
と
爲
し
、
成
武

侯
に
封
じ
て
、
假
節
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に

『

後
漢
書』

で
は
、
某
者
が
複
数
の
官
を
兼

任
し
、
か
つ
爵
号
を
賜
っ
た
場
合
、
本
官
と
兼
任
官
を
併
記
し
た
後
に

列
侯
・
関
内
侯
な
ど
の
爵
号
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

後
漢
書』

に
見
え
る
兼
任
の
記
事
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

｢

本
官
＋
兼
任
官
＋
爵

号｣

の
形
式
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
和
帝
紀
に

お
い
て
爵
号
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る｢

録
尚
書
事｣

は
官
名
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る

(�)

。
し
た
が
っ
て
、｢

録
尚
書
事｣

を

｢

師
傅
の
官●｣

と
は
解
し
得
な
い
。

こ
こ
で
趙
憙
と
牟
融
の
本
官
に
注
目
す
る
と
、
前
者
の
そ
れ
で
あ
る

太
傅
は
、『

続
漢
書』

百
官
志
一
に

太
傅
、
上
公
一
人
。
本
注
に
曰
く
、
善
を
以
て
導
く
を
掌
り
、
常

職
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
を
輔
導
し
て
国
政
の
正
常
な
る
運
営
を
図
る
官

で
あ
る
。
他
方
、
後
者
の
本
官
で
あ
る
太
尉
は
、
同
百
官
志
一
に

太
尉
、
公
一
人
。
本
注
に
曰
く
、
…
…
國
に
過
事
有
ら
ば
、
則
ち

二
公
と
通
じ
て
之
を
諫
爭
す
。

と
あ
る
ご
と
く
、
皇
帝
に
よ
る
国
政
運
営
に
過
ち
が
生
じ
た
場
合
に
、

｢

二
公｣

す
な
わ
ち
司
徒
・
司
空
と
と
も
に
諌
言
す
る
役
割
り
を
担
っ

て
い
た
。
太
傅
・
太
尉
が
と
も
に
皇
帝
を
輔
導
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
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る
と
、
右
の
章
帝
紀
の

｢

師
傅
の
官｣

は
こ
れ
ら
の
官
を
指
す
と
考
え

て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、[

二]

に
属
す
る
張
亜�
氏
は
、
巻
六
六
陳
蕃
列
伝
に

永
康
元
年
、(

桓)

帝
、
崩
ず
。
竇
后
、
臨
朝
し
、
詔
し
て
曰
く
、

｢

…
…
其
れ(

陳)

蕃
を
以
て
太
傅
と
爲
し
、
録
尚
書
事

(

原
文)｣

と
。
…
…
時
に
新
た
に
大
喪
に
遭
う
も
、
國
嗣
、
未
だ
立
た
ず
。

�
尚
書
、
權
官
を
畏
懼
し
、
病
に
託
し
て
朝
せ
ず
。
蕃
、
書
を
以

て
之
を
責
め
て
曰
く
、｢
古
人
は
節
を
立
て
、
亡
に
事
え
て
存
す

る
が
如
し
。
今
、
帝
祚
、
未
だ
立
た
ず
、
政
事
、
日
〃
蹙せ

ま

る
に
、

�
君
の
荼
蓼
の
苦
を
委
ね
ら
る
る
も
息
偃
し
て
牀
に
有
る
こ
と�

何
せ
ん
。
義
に
於
い
て
足
ら
ざ
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
仁
を
得
ん
や｣

と
。

�
尚
書
、
惶
怖
し
、
皆
な
起
ち
て
事
を
視
る
。

と
あ
る
の
を
挙
げ
、｢

録
尚
書
事｣

の
官
は
国
政
の
実
権
を
掌
握
し
て

は
い
な
か
っ
た
が
、
尚
書
台
を
そ
の
組
織
外
か
ら
監
督
す
る
権
限
を
有

し
て
い
た
、
と
す
る

(�)
。
右
の
記
事
に
よ
る
と
、｢

録
尚
書
事｣

の
陳
蕃

は
、
職
務
を
遂
行
す
る
よ
う
尚
書
を
叱
責
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
彼
は

書
面
を
も
っ
て
叱
責
し
て
お
り
、
確
か
に

｢

録
尚
書
事｣

は
尚
書
台
を

組
織
外
か
ら
監
督
し
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
先
に
分
析
し
た
よ

う
に
、｢

録
尚
書
事｣

は
官
名
で
は
な
い
の
で
、｢

録
尚
書
事｣

と
い
う

官●

の
職
掌
の
な
か
に
、
尚
書
台
に
対
す
る
監
督
権
が
含
ま
れ
て
い
た
、

と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
か
よ
う
な
権
限
が

｢

尚
書
の

事
を
録｣

せ
ら
れ
た
者●

に
付
与
さ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
方
が
妥
当
で

あ
ろ
う

(�)

。

以
上
の
分
析
結
果
を
総
合
す
る
と
、｢

尚
書
の
事
を
録
す｣

と
は
、

尚
書
台
を
組
織
外
か
ら
監
督
し
、
そ
の
正
常
な
る
運
営
を
図
る
権
限

(

以
下
、｢

録
尚
書
事｣

権
と
称
す)

を
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
慣
用

的
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、｢

録
尚
書
事｣

権
を
行
使
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
作
用
は
、
従
来
想
定
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
に

は
大
き
く
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
順
帝
崩
御
後
、

梁
冀
は

｢

録
尚
書
事｣

権
の
付
与
を
辞
退
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
権
勢
を

振
い
、｢

侈
暴
な
る
こ
と
滋
〃
甚｣

し
い
有
り
様
で
あ
っ
た
。
と
す
る

と
、
梁
冀
が
国
政
を
主
導
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
権
限
は
さ
ほ
ど
重

要
な
役
割
り
を
果
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

｢

録
尚
書
事｣

権
ひ
い
て
は
そ
の
監
督
対
象
た
る
尚
書
台
は
、
必
ず
し

も
梁
冀
政
権
の
主
要
な
勢
力
基
盤
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
梁
冀
が

｢

録
尚
書
事｣

権
を
一
旦
固
辞
し
た
に
も
関
わ

ら
ず
拝
受
し
た
の
は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
田

勝
芳
氏
に
よ
る
と
、
後
漢
の
尚
書
台
は
形
式
的
に
は
少
府
の
属
官
で
あ
っ

た
が
、
実
際
に
は
皇
帝
に
直
属
し
て
い
た

(�)

。
か
か
る
官
署
に
対
す
る
監

督
権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
、
皇
帝
権
の
一
部
を
担
う
こ
と
と
同
義
で

あ
り
、
臣
下
に
と
っ
て
特
別
の
栄
誉
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
和
帝
紀
・
章
和
二
年
条
に
よ
る
と
、
太
傅�
彪
に

｢
録
尚
書
事｣

権
を
付
与
す
る
に
あ
た
っ
て
、
竇
太
后
は
百
官
に
対
し

て｢

百
官
、
己
を
總
べ
て
以
て
聽｣

く
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
句
は
、

『

後
漢
紀』
・『
後
漢
書』

に
お
い
て
、｢

録
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
記
事
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。
そ
の
出
典
と
考
え
ら
れ
る
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の
が
、『

論
語』

憲
問
篇
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

子
張
、
曰
く
、｢

書
に
云
う
、｢

高
宗
、
諒
陰
す
る
こ
と
三
年
、
言

わ
ず｣

と
。
何
の
謂
い
ぞ
や｣

と
。
子
、
曰
わ
く
、｢

何
ぞ
必
ず

し
も
高
宗
の
み
な
ら
ん
。
古
の
人
、
皆
な
然
り
。
君
、
薨
ず
れ
ば
、

百
官
、
己
を
總
べ
て
以
て
冢
宰
に
聽
く
こ
と
三
年
な
り｣

と
。

と
あ
り
、｢

百
官
、
己
を
總
べ
て
以
て
冢
宰
に
聽
く
こ
と
三
年
な
り｣

の
句
が
見
え
る

(�)
。
こ
の
句
を
前
後
の
文
脈
に
則
し
て
解
釈
す
る
と
、

｢

殷
の
高
宗
の
薨
去
後
、
そ
の
後
継
者
が
服
喪
し
て
い
る
三
年
間
、
百

官
は
冢
宰
に
命
令
を
仰
い
だ｣
と
な
る
。
つ
ま
り
、
右
の
句
は
、｢

冢

宰｣

す
な
わ
ち
宰
相
を
中
心
に
国
政
が
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
和
帝
紀
所
載
の
詔
は
、
太
傅�
彪
に

｢

録
尚
書
事｣

権
を
特
別
に
付
与
し
て
、
彼
が
国
政
の
主
導
者
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。こ

の
よ
う
に
、｢

録
尚
書
事｣

権
は
臣
下
に
と
っ
て
栄
誉
あ
る
権
限

で
あ
り
、
そ
れ
を
付
与
さ
れ
た
者
は
、
自
分
の
権
威
を
高
め
て
、
国
政

の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
に
分
析
し
た
ご
と

く
、
こ
の
権
限
は
必
ず
し
も
梁
冀
政
権
の
勢
力
基
盤
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
梁
冀
が

｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
た
主
目
的
を
、
そ
の

権
限
の
行
使
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
梁
冀
は
、
国
政

の
主
導
者
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
た
め
に
、｢

録
尚
書
事｣

権
を

拝
受
し
た
の
で
あ
っ
た
。

三

元
嘉
元
年
の
殊
典
賜
与
と

｢

平
尚
書
事｣

権

(

一)
｢

平
尚
書
事｣

権

｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
た
梁
冀
は
、
朱
穆
や��
と
い
っ
た
清

廉
で
有
能
な
官
僚
を
辟
召
し
て
自
分
の
属
僚
と
す
る
一
方

(�)

、
引
き
続
き

権
勢
を
振
る
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
桓
帝
は
、
建
和
元
年

(

一
四

七)

に
梁
冀
の
妹
を
皇
后
に
冊
立
し
た
。
さ
ら
に
、
梁
太
后
崩
御
の
翌

年
に
あ
た
る
元
嘉
元
年(

一
五
一)

に
は
、
帝
位
擁
立
の
功
を
も
っ
て
、

梁
冀
に
殊
典
を
賜
与
し
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
、
梁
冀
列
伝
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

元
嘉
元
年
、(

桓)

帝
、(

梁)

冀
に
援
立
の
功
有
る
を
以
て
、
殊

典
を
崇た

か

く
せ
ん
と
欲
す
。
乃
ち
大
い
に
公
卿
を
會
し
て
、
共
に
其

の
禮
を
議
す
。
是
に
於
い
て
、
有
司
、
奏
す
ら
く
、｢

冀
の
入
朝

不
趨
・
劔
履
上
殿
・
謁
讚
不
名
の
禮
儀
は
、
蕭
何
に
比
し
、
悉
く

定
陶
・
成
陽
の
餘
戸
を
以
て�
封
し
て
四
縣
と
爲
す
こ
と
、�
禹

に
比
し
、
金
錢
・
奴
婢
・
綵
帛
・
車
馬
・
衣
服
・
甲
第
を
賞
賜
す

る
こ
と
、
霍
光
に
比
し
、
以
て
元
勳
を
殊こ

と

に
せ
ん
。
朝
會
あ
る
毎

に
三
公
と
絶
席
し
、
十
日
に
一
た
び
入
り
て
、
平
尚
書
事(

原
文)

。

天
下
に
宣
布
し
て
、
萬
世
の
法
と
爲
さ
ん｣

と
。

桓
帝
と
公
卿
は
、｢

入
朝
不
趨｣

(

入
朝
時
に
小
走
り
す
る
臣
礼
の
免
除)

・

｢

劔
履
上
殿｣

(

剣
と
履
物
を
身
に
つ
け
た
ま
ま
で
の
昇
殿
の
許
可)

・

｢

謁
讚
不
名｣

(
皇
帝
に
拝
謁
す
る
際
に
諱
を
呼
ば
れ
る
臣
礼
の
免
除)

や

(�)
、
十
日
に
一
度
の

｢

平
尚
書
事｣

な
ど
の
殊
典
を
梁
冀
に
賜
与
し
、
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そ
の
こ
と
を

｢

萬
世
の
法｣

と
定
め
た
。｢

平
尚
書
事｣

の
内
容
に
つ

い
て
は
、[

１]

尚
書
台
を
掌
握
し
て
国
政
を
総
攬
し
て
い
た
と
す
る

説
、[
２]

尚
書
台
を
掌
握
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
皇
帝
の
意
思
決

定
に
関
与
し
得
た
と
す
る
説
、
と
に
大
別
さ
れ
、
特
に

[

１]

に
属
す

る
先
学
は
、｢
平
尚
書
事｣

を
梁
冀
政
権
の
勢
力
基
盤
と
み
な
し
て
い

る

(�)
。
だ
が
、
先
学
の
多
く
は
史
料
的
根
拠
を
必
ず
し
も
提
示
し
て
い
な

い
の
で
、
や
は
り
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

そ
こ
で
、『

漢
書』

巻
七
六
張
敞
伝
を
見
る
と
、
前
漢
宣
帝
期
の
こ

と
と
し
て

宣
帝
、(

張)

敞
を
徴
し
て
太
中
大
夫
と
爲
す
。
與
于
定
國
竝
平

尚
書
事

(

原
文)

、
正
を
以
て
大
將
軍
霍
光
に
違
忤
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
太
中
大
夫
張
敞
は
光
禄
大
夫
于
定
国
と
と

も
に

｢

平
尚
書
事｣

し
、
大
将
軍
霍
光
の
意
向
に
逆
ら
っ
て
い
た
。
霍

光
は
、
前
漢
昭
帝
〜
宣
帝
期
に
国
政
を
主
導
し
て
い
た
外
戚
で
あ
る
。

彼
は
、
自
分
の
意
向
を
反
映
さ
せ
た
政
策
案
を
、
個
人
的
紐
帯
で
結
ば

れ
た
官
僚
に
上
奏
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
皇
帝
の
行
使
す
べ
き
政
策

決
定
権
を
事
実
上
掌
握
し
て
い
た

(�)
。
す
る
と
、｢

平
尚
書
事｣

は
、
霍

光
の
よ
う
な
権
力
者
に
対
抗
し
得
る
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、｢

平
尚
書
事｣

と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。[

２]

に
属
す
る
楊
樹
藩
氏
は
、｢

平
尚
書
事｣

は
尚
書

台
の
属
官
で
は
な
か
っ
た
が
、
尚
書
台
か
ら
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
た
上
奏

文
を

｢

審
査｣

し
て
い
た
、
と
し
て
い
る

(�)

。
し
か
し
、『

後
漢
紀』

巻

二
一
桓
帝
紀
上
・
延
熹
二
年
条
に

是
に
於
い
て
、
梁
冀
、
專
權
し
、
其
の
己
と
同
に
す
る
者
、
榮
顯

せ
し
む
る
も
、
違
忤
す
る
者
、
劾
し
て
死こ

ろ

す
。
百
僚
、
側
目
し
、

命
に
從
わ
ざ
る
莫
し
。
省
中
の
咳
唾
の
音
、
冀
、
必
ず
之
を
知
る
。

臺
閣
の
機
事
、
先
に
以
て
冀
に
聞
し
、
乃
ち
奏
御
す
る
を
得
。
内

外
、
恐
懼
し
て
、
上
下
、
鉗
口
し
、
而
し
て
帝
、
親
任
す
る
所
有

る
を
得
ず
。
上
、
既
に
之
に
平
ら
か
な
ら
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
梁
冀
が

｢

平
尚
書
事｣

し
始
め
て
か
ら
八
年
後
の
延

熹
二
年

(

一
五
九)

当
時
、｢

臺
閣
の
機
事｣

は
梁
冀
に

｢

聞｣

し
た

後
に

｢

奏
御｣

さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
の

｢

聞｣

字
は
上
奏
文
を
披
閲

さ
せ
る
こ
と
を
、｢

奏
御｣

は
上
奏
文
を
尚
書
台
経
由
で
皇
帝
に
伝
達

す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
、｢

機
事｣

は
直
接
的
に
は
機
密
事

項
の
こ
と
で
あ
る

(�)

。
ま
た
、｢

臺
閣｣

と
は
、
皇
帝
あ
る
い
は
ひ
ろ
く

朝
廷
を
指
す
語
で
あ
っ
た

(�)

。｢

聞｣

・｢

奏
御｣

が
文
書
行
政
上
の
手
続

き
を
示
す
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、｢

臺
閣
の
機
事｣

は
、
国
政

の
機
密
に
関
わ
る
上
奏
文
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
の

記
事
の
大
意
は

｢

官
吏
か
ら
の
上
奏
文
は
、
梁
冀
の
披
閲
を
経
た
後
、

尚
書
台
か
ら
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
て
い
た｣

と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
梁
冀

の
よ
う
に

｢

平
尚
書
事｣

し
た
者
は
、
皇
帝
よ
り
も
先
に
上
奏
文
を
披

閲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、｢

平
＋
尚
書
＋
事｣

で
構
成
さ
れ
る

｢

尚
書
の

事
を
平
す｣
は
、
尚
書
台
が
皇
帝
に
上
奏
文
を
伝
達
す
る
前
に
、
そ
れ

を
披
閲
し
得
る
権
限

(

以
下
、｢

平
尚
書
事｣

権
と
称
す)

を
付
与
さ

れ
た
こ
と
を
示
す
慣
用
的
表
現
で
あ
る
、
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
念
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頭
に
前
掲

『

漢
書』

張
敞
伝
を
解
釈
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
張
敞
は
、
霍
光
の
意
向
の
反
映
さ
れ
た
上
奏
文
を
、
尚
書

台
か
ら
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
る
前
に
披
閲
し
た
上
で
、
霍
光
の
意
向
に
反

す
る
言
動
を
と
っ
て
い
た
、
と
。
こ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、

｢

平
尚
書
事｣
権
は
、
文
書
行
政
の
み
な
ら
ず
政
策
形
成
に
も
関
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
の
梁
冀
列
伝
や��
列
伝
か

ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
梁
冀
は

｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
る
以

前
か
ら
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
こ
の
権
限
を
梁

冀
政
権
の
主
た
る
勢
力
基
盤
と
は
み
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

(

二)

殊
典
と
権
威

そ
れ
で
は
、
何
故
に
梁
冀
は
、
必
ず
し
も
直
接
的
な
勢
力
基
盤
で
は

な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、｢

平
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、｢

平
尚
書
事｣
権
が
殊
典
の
一
つ

と
し
て
付
与
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
梁
冀
の
拝
受
し
た
殊
典
に
つ
い

て
、
尾
形
勇
氏
は
、
殊
礼
と
同
一
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る

(�)
。
尾
形
氏

は
、
一
部
の
臣
下
を
特
別
な
礼
儀
を
も
っ
て
厚
遇
す
る

｢

優
遇
儀
礼｣

の
こ
と
を
殊
礼
と
定
義
し
て
い
る
の
で

(�)
、
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
殊

典
は

｢

優
遇
儀
礼｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、『

宋
書』

巻
二
武
帝
紀
中
に
、
義
熙
一
一
年(

四
一
五)

、

東
晉
の
鎮
西
将
軍
劉
裕
が
荊
州
刺
史
司
馬
休
之
を
討
伐
し
た
後
の
こ
と

と
し
て四

月
、
…
…
天
子
、
復
た
重
ね
て
前
命
を
申
し
、
太
傅
・
揚
州
牧

を
授
け
て
、
劍
履
上
殿
・
入
朝
不
趨
・
贊
拜
不
名
た
ら
し
め
、
前

部
羽
葆
・
鼓
吹
を
加
え
て
、
左
右
長
史
・
司
馬
・
從
事
中�
を
置

く
こ
と
四
人
と
す
。
…
…
八
月
甲
子
、
公
、
江
陵
よ
り
至
る
。
黄

鉞
を
奉
還
し
て
、
太
傅
、
州
牧
、
前
部
羽
葆
・
鼓
吹
を
固
辭
す
る

も
、
其
の
餘
、
命
を
受
く
。
朝
議
す
る
に
、｢

公
の
道
の
尊
く
勳

の
重
き
を
以
て
、
宜
し
く
復
た
護
軍
を
施
し
敬
う
べ
か
ら
ず｣

と
。

既
に
し
て
殊
禮
を
加
え
、
奏
事
不
復
稱
名
た
り
。

と
あ
り
、
そ
の
後
段
所
載
の
東
晉
の
安
帝
が
劉
裕
に
下
し
た
詔
に

朕
、
聞
く
、
先
王
の
世
を
宰お

さ

む
る
や
、
勳
を
庸も
ち

い
て
賢
を
尊
び
、

侯
を
建
て
て
土
を
胙そ

な

え
、
褒
む
る
に
寵
章
を
以
て
し
、
其
の
徽よ

し

と
す
る
物
を
崇
ぶ
は
、
皇
家
を
協
輔
し
、
永
く
藩
屏
を
隆
く
す
る

所
以
な
り
。
…
…
惟
う
に
公
の
道
は
前
烈
に
冠
た
り
て
、
勳
は
振

古
に
高
き
も
、
而
る
に
殊
典
、
未
だ
加
え
ら
れ
ず
。
朕
、
甚
だ
焉

を�
く
ら

し
と
す
。
今
、
相
國
を
進
授
し
て
、
徐
州
の
彭
城
・
沛
・
蘭

陵
・
下�
・
淮
陽
・
山
陽
・
廣
陵
、�
州
の
高
平
・
魯
・
泰
山
の

十
郡
を
以
て
公
に
封
じ
、
宋
公
と
爲
さ
ん
。

と
あ
る
。
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、『

宋
書』

武
帝
紀
に
は

｢

殊
禮｣

と

｢

殊
典｣

が
と
も
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
司
馬
休
之
討
伐
後
の
記

事
に
お
い
て
、
劉
裕
は｢

劍
履
上
殿｣

・｢

入
朝
不
趨｣

な
ど
を
拝
受
し
、

さ
ら
に

｢

殊
禮｣

と
し
て
、｢

奏
事
不
復
稱
名｣

(

奏
上
時
に
名
乗
る
臣

礼
の
免
除)
と
い
う
儀
礼
上
の
特
別
待
遇
を
加
え
ら
れ
た
。
他
方
、
安

帝
の
詔
に
は
、
劉
裕
に
賜
与
し
た

｢

殊
典｣

と
し
て
、
相
国
の
官
お
よ

び
宋
公
の
爵
号
・
封
地
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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相
国
は
、『

宋
書』

巻
三
九
・
百
官
志
上
に

相
國
、
一
人
。
…
…
魏
晉
よ
り
以
來
、
復
た
人
臣
の
位
に
非
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
の
臣
下
が
任
官
で
き
る
官
で
は
な
か
っ
た
。
ま

た
、
同
百
官
志
上
に
よ
る
と
、
相
国
任
官
者
は
府

(

相
国
府)

を
開
い

て
属
僚
を
置
く
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
、
両
晉
代
に
は
、
郡
公
・
県
公

に
一
郡
な
い
し
一
県
の
封
地
を
与
え
た
事
例
が
散
見
す
る
。
だ
が
、
劉

裕
の
よ
う
に

｢

十
郡｣
に
も
わ
た
る
広
大
な
封
地
を
賜
与
さ
れ
た
公
の

事
例
は
見
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
、『

宋
書』

巻
四
〇
・
百
官
志
下
に
よ

る
と
、
公
国
に
は
王
国
と
同
様
に
官
制
を
布
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

よ
う
に
、
劉
裕
が
殊
典
と
し
て
拝
受
し
た
官
位
・
爵
号
は
、
い
ず
れ
も

位
人
臣
を
極
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
権
限
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
右
の
ご
と
き
広
大
な
封
地
の
賜
与
は
、
一
般
の
臣
下
に
は

加
え
ら
れ
な
い
特
別
待
遇
に
あ
た
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
劉
裕
は
、
殊
礼
と
し
て
儀
礼
上
の
特
別
待
遇
を
、

殊
典
と
し
て
栄
誉
あ
る
権
限
と
特
別
待
遇
を
、
そ
れ
ぞ
れ
拝
受
し
て
い

た
。
と
す
る
と
、
殊
典
と
殊
礼
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
前
掲
梁
冀
列
伝
を
見
る
と
、
桓
帝

は
梁
冀
に
対
し
て
、
Ⅰ

｢

入
朝
不
趨｣

・｢

劔
履
上
殿｣

・｢

謁
讚
不
名｣
、

Ⅱ
封
地
の
加
増
、
Ⅲ
金
銭
・
車
馬
な
ど
の
財
物
、
Ⅳ
三
公
と
の｢

絶
席｣

、

Ⅴ

｢

平
尚
書
事｣

権
、
を
賜
与
し
て
い
る
。
Ⅰ
は
、
梁
冀
列
伝
に

｢

蕭

何
に
比｣

す
る
と
あ
る
よ
う
に
、
前
漢
の
蕭
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

る
。
石
井
仁
氏
に
よ
れ
ば
、
魏
晉
南
北
朝
期
に
は
、
国
政
を
主
導
す
る

｢

輔
政
の
宰
相｣

に
賜
与
さ
れ
た
殊
礼
の
一
つ
に

｢

蕭
何
故
事｣

が
あ

り
、
そ
れ
は

｢

入
朝
不
趨｣

・｢

劔
履
上
殿｣

・｢

謁
讚
不
名｣

と
い
う
臣

礼
の
免
除
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
拠
は
、
楚
漢
戦
争
後
に
功
績
第
一
と
さ

れ
た
蕭
何
が
、｢

帶
劍
履
上
殿｣

・｢

入
朝
不
趨｣

と
い
っ
た
儀
礼
上
の

特
別
待
遇
を
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う

(�)

。
す
る
と
、
Ⅰ

は
魏
晉
期
以
降
に

｢

蕭
何
故
事｣

と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
殊
礼

の
原
型
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
Ⅲ
は
、
梁
冀
列
伝
に

｢

霍
光
に
比｣

す
る
と
あ
る
よ
う
に
、
霍
光
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
井
氏
に
よ

る
と
、
漢
代
〜
魏
晉
南
北
朝
期
の
殊
礼
の
一
つ
に
、｢

輔
政
の
宰
相｣

の
死
後
に
国
葬
を
挙
行
す
る
際
の
礼
遇
で
あ
る｢

霍
光
故
事｣

が
あ
り
、

そ
の
典
拠
は
霍
光
の
葬
儀
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う

(�)

。
Ⅲ
を
賜
与
さ
れ
た

当
時
、
梁
冀
は
存
命
中
で
あ
っ
た
が
、
葬
儀
の
際
に
霍
光
が
与
え
ら
れ

た
財
物
に
比
肩
す
る
物
品
を
拝
領
し
て
い
る
の
で
、
Ⅲ
は
霍
光
の
故
事

に
倣
っ
た
特
別
待
遇
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
殊
典
を
賜
与
さ
れ
た
当
時
、
梁
冀
は
乗
氏
侯
と
し
て
二
県
を

領
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
Ⅱ
に
よ
っ
て
封
地
を
四
県
に
加
増
さ

れ
た
。
梁
冀
列
伝
に

｢�
禹
に
比｣

す
る
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、

光
武
帝
の
天
下
統
一
後
の
論
功
行
賞
に
お
い
て
、
封
地
と
し
て
四
県
を

与
え
ら
れ
た
功
臣
の�
禹
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る

(�)

。
後
漢
に
お
い
て
、

四
県
も
の
封
地
を
賜
与
さ
れ
た
列
侯
の
事
例
は
他
に
見
え
ず
、
梁
冀
に

対
す
る
処
遇
は
極
め
て
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
梁
冀
列
伝
に

お
い
て
、
右
の
記
事
は
特
別
待
遇
で
あ
る
Ⅰ
・
Ⅲ
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
Ⅱ
も
ま
た
、
通
常
は
臣
下
に
加
え
ら
れ
な
い
特

別
待
遇
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
Ⅳ
の

｢

絶
席｣

と
は
、
某
者
の
席
次
を
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他
者
と
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る

(�)

。
梁
冀
列
伝
に

｢

朝
會
あ
る
毎
に
、
三

公
と
絶
席｣

し
た
と
あ
る
ご
と
く
、
梁
冀
の
場
合
は
三
公
と
席
次
を
区

別
し
て
い
た
。
毎
月
朔
日
に
挙
行
さ
れ
た
朝
会
儀
礼
の
場
に
お
い
て
、

梁
冀
が

｢
絶
席｣

し
て
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
席
次
は
儀

礼
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
Ⅳ
は
儀
礼
上
の
特
別

待
遇
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅴ
の

｢

平
尚
書
事｣
権
は
、
尚
書
台
が
皇
帝
に
上
奏
文
を
伝
達
す
る

前
に
、
そ
れ
を
披
閲
し
得
る
権
限
で
あ
り
、
後
漢
に
お
い
て
梁
冀
以
外

の
者
に
は
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
該
権
限
は
、
皇
帝
よ
り
も
先

に
上
奏
内
容
を
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
、
臣
下

に
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、｢

平
尚
書
事｣

権
の
被
付

与
者
が
関
わ
っ
て
い
た
文
書
行
政
は
、
皇
帝
直
属
の
尚
書
台
が
主
管
し

て
い
た
。｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
、
臣
下
に
と
っ
て

特
別
の
栄
誉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梁
冀
は
殊
典
と
し
て
、

特
別
待
遇

(

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ)

と
、
通
常
は
人
臣
に
与
え
ら
れ
な
い

栄
誉
あ
る
権
限

(

Ⅴ)

を
拝
受
し
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
の
分
析
結
果
を
整
理
す
る
と
、
殊
典
を

｢

栄
誉
あ
る
権
限

＋
特
別
待
遇｣

と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
構
成
要
素

か
ら
成
る
殊
典
は
、
儀
礼
上
の
特
別
待
遇
に
限
定
さ
れ
る
殊
礼
よ
り
も

機
能
面
で
勝
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
殊
典
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る

｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
梁
冀
は
如
何

な
る
恩
恵
を
享
受
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
再
び
前
掲

『

宋
書』

武
帝
紀
中
所
掲
の
安
帝
の
詔
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
安
帝
が
劉
裕
に

殊
典
を
賜
与
し
た
目
的
と
し
て
、｢

皇
家
を
協
輔
し
、
永
く
藩
屏
を
隆｣

く
す
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
殊
典
と
は
、
特
定
の
臣

下
を
輔
政
者
か
つ
帝
室
の
藩
屏
と
し
て
遇
す
る
た
め
に
賜
与
さ
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
殊
典
は
、
被
賜
与
者
の
権
限
を

強
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
権
威
を
高
め
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位

置
づ
け
る
効
果
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
梁
冀
は
、
必

ず
し
も
直
接
的
な
勢
力
基
盤
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

｢

平
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四

梁
冀
政
権
の
崩
壊
と
歴
史
的
意
義

(

一)

権
限
と
権
威

延
熹
二
年

(

一
五
九)

七
月
、
梁
皇
后
が
薨
去
す
る
と
、
桓
帝
は
単

超
ら
宦
官
の
協
力
を
得
て
、
梁
氏
の
排
除
に
向
け
て
動
き
出
す
。
そ
し

て
、
同
年
八
月
、
梁
冀
に
不
穏
の
動
き
あ
り
と
し
て
、
彼
の
邸
宅
を
軍

勢
を
も
っ
て
包
囲
し
、
こ
れ
を
自
殺
に
追
い
込
ん
だ
。
そ
の
顛
末
に
つ

い
て
、
梁
冀
列
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(

桓)

帝
、
是
れ
に
因
り
て
前
殿
に
御
し
、�
尚
書
を
召
し
入
れ

て
、
其
の
事
を
發あ

ば

か
し
む
。
尚
書
令
尹
勳
を
し
て
節
を
持
し
て
勒

せ
し
め
、
丞
・�
以
下
、
皆
な
兵
を
操
り
て
省
閣
を
守
り
、�
〃

の
符
節
を
斂
め
て
省
中
に
送
ら
し
む
。
黄
門
令
具�爰
を
し
て
左
右

の
廏�
、
虎
賁
、
羽
林
、�
候
の
劒
戟
の
士
、
合
せ
て
千
餘
人
を

將
い
、
司
隸
校
尉
張
彪
と
共
に

(

梁)

冀
の
第
を
圍
ま
し
め
、
光
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祿
勳
袁�
を
し
て
節
を
持
し
て
冀
の
大
將
軍
の
印
綬
を
收
め
し
む
。

徙
し
て
比
景�
郷
侯
に
封
ず
る
も
、
冀
及
び
妻
の

(

孫)

壽
、
即

日
皆
な
自
殺
す
。

か
く
し
て
、
順
帝
以
来
四
代
の
皇
帝
の
も
と
で
奢
侈
を
極
め
、
絶
大
な

る
権
勢
を
誇
っ
た
梁
冀
は
、
大
将
軍
の
印
綬
を
奪
わ
れ
て
政
権
の
座
を

追
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
比
景
都
郷
侯
に
降
格
さ
れ
た
彼
は
即
日
自
殺
し
、

梁
氏
一
族
と
そ
れ
に
与
す
る
数
十
人
の
官
僚
も
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
桓
帝
が
梁
氏
を
排
除
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
最

初
に
梁
冀
に
授
け
た
大
将
軍
の
印
綬
を
没
収
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
印
綬
の
没
収
は
免
官
と
同
義
で
あ
る
。
す
る
と
、

梁
冀
か
ら
権
力
を
奪
還
せ
ん
と
す
る
桓
帝
に
と
っ
て
、
大
将
軍
は
真
っ

先
に
奪
取
す
べ
き
官
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

梁
冀
が
国
政
を
主
導
す
る
上
で
、
大
将
軍
が
最
も
重
要
な
役
割
り
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
大
将
軍
は
武
官
の
最
高
位
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
桓
帝

が
梁
冀
を
免
官
し
た
の
は
、
一
見
す
る
と
兵
権
を
奪
取
す
る
た
め
で
あ
っ

た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
廖
伯
源
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

後
漢
の
外
戚
が
任
官
し
て
い
た
将
軍
は
、
主
に
国
政
運
営
に
参
与
し
て

お
り
、
軍
隊
を
統
率
し
な
い
場
合
も
あ
っ
た

(�)
。
実
際
、
梁
冀
が
軍
隊
を

指
揮
し
た
り
、
自
ら
出
征
し
た
様
子
は
、
史
書
に
見
え
な
い
。
そ
こ
で
、

桓
帝
が
大
将
軍
の
印
綬
を
没
収
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
将
軍
が
日

常
的
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
国
政
運
営
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
梁
冀
と
大
将
軍
の

関
係
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
に
注
目
さ
れ
る
。
第
一
に
、
順
帝
期
に
大

将
軍
に
就
任
し
て
以
降
、
桓
帝
期
に

｢

録
尚
書
事｣

権
・｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
る
ま
で
、
梁
冀
が
大
将
軍
の
他
に
官
や
権
限
を
拝
受
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
彼
が
大
将
軍
就
任
直
後
の
順
帝
期
末

か
ら
一
貫
し
て
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
桓

帝
期
以
前
、
梁
冀
は
大
将
軍
以
外
の
官
や
権
限
を
拝
受
す
る
こ
と
な
く

国
政
を
主
導
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
将

軍
府

(

大
将
軍
の
幕
府)

を
含
む
将
軍
府
は
、
国
政
運
営
の
中
心
的
機

関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
公
府
と
同
じ
く
、
政
策
案
の
作
成
・
審
議
に

専
権
的
に
参
加
し
て
、
皇
帝
の
意
思
決
定
を
左
右
し
、
皇
帝
権
力
を
掣

肘
し
得
る
ほ
ど
の
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
有
し
て
い
た

(�)

。
い
わ
ば
、

将
軍
府
は
国
政
運
営
の
中
心
的
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
官
署
を
擁
し
て
い
た
大
将
軍
を
本
官
と
し
、
な
お
か
つ
他
官

を
兼
任
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
梁
冀
政
権
の
主
た
る
勢
力
基
盤

は
、
大
将
軍
ひ
い
て
は
大
将
軍
府
に
求
め
ら
れ
る
。
梁
氏
を
排
除
す
る

に
あ
た
っ
て
、
桓
帝
が
梁
冀
か
ら
こ
の
官
を
奪
っ
た
の
も
、
当
然
の
措

置
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
漢
に
お
い
て
最
も
権
勢
を
誇
っ
た
梁
冀
は
、
大

将
軍
お
よ
び
大
将
軍
府
を
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
政
を
主
導
し
得

る
権
限
を
獲
得
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
彼
は

｢

録
尚
書
事｣

権
と

｢

平
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
ご
と

く
、｢

平
尚
書
事｣
権
は
殊
典
の
一
つ
で
、
通
常
は
人
臣
に
与
え
ら
れ
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な
い
栄
誉
あ
る
権
限
で
あ
る
。
こ
の
権
限
の
被
付
与
者
は
、
権
限
を
強

化
す
る
と
同
時
に
権
威
を
高
め
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て
の
地
位
を
獲

得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
方
、｢

録
尚
書
事｣

権
も
臣
下
に
と
っ
て

栄
誉
あ
る
権
限
で
あ
り
、
そ
の
被
付
与
者
は

｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与

さ
れ
た
場
合
と
同
じ
効
果
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
端
的

に
言
え
ば
、｢
録
尚
書
事｣

権
は
、
殊
典
た
る

｢

平
尚
書
事｣

権
と
同

様
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
梁
冀
は
、
大

将
軍
に
任
官
し
て

｢

録
尚
書
事｣

権
・｢

平
尚
書
事｣

権
を
拝
受
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て
の
権
限
と
権
威
を
兼
ね
備
え

た
の
で
あ
っ
た
。

(

二)

外
戚
政
権
の
権
力
構
造
と
梁
冀
政
権

こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
梁
冀
政
権
は
国
政
の
主
導
者
と

し
て
の
権
限
と
権
威
を
兼
備
し
た
政
権
で
あ
っ
た
。
で
は
、
他
の
外
戚

政
権
の
権
力
構
造
も
、
梁
冀
政
権
と
同
様
に
理
解
し
得
る
の
で
あ
ろ
う

か
。表

１
は
、
後
漢
の
外
戚
の
領
袖
の
う
ち
、
梁
冀
と
同
じ
く
大
将
軍
を

本
官
と
し
て
い
た
人
物
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

｢

録
尚
書
事｣

権｣

欄
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
梁
冀
・
竇
武
・
何
進
は｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
前
の
外
戚
に
は
当
該
権
限
が
付
与
さ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、｢

殊
典｣

欄
と

｢

拝
受｣

欄
か
ら
分
か
る
通
り
、

｢

平
尚
書
事｣

権
を
は
じ
め
と
す
る
殊
典
を
賜
与
さ
れ
た
の
は
梁
冀
の

み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
外
戚
は
一
様
に
、
大
将
軍
・｢

録
尚
書
事｣

権

以
外
の
官
や
権
限
を
拝
受
し
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
竇
融
列
伝
附
竇

憲
列
伝
に

會
〃

(

竇)

憲
及
び�
疊
、
師
を
班わ

か
ち
て
京
師
に
還
る
。
…
…

憲
等
、
既
に
至
る
や
、(

和)

帝
、
乃
ち
北
宮
に
幸
し
、
執
金
吾
・

五
校
尉
に
詔
し
て
兵
を
勒
し
て
南
・
北
宮
に
屯
衞
し
、
城
門
を
閉

ざ
さ
し
む
。
疊
・(�)

磊
・(

郭)��
・(

郭)

擧
を
收
捕
し
て
、

皆
な
獄
に
下
し
て
誅
し
、
家
屬
を
合
浦
に
徙
す
。
謁
者
僕
射
を
遣

わ
し
て
憲
の
大
將
軍
の
印
綬
を
收
め
、
更
め
て
封
じ
て
冠
軍
侯
と

爲
さ
し
む
。

と
あ
る
ご
と
く
、
竇
憲
を
国
政
の
中
枢
か
ら
排
除
す
る
に
あ
た
っ
て
、

和
帝
は
彼
の
本
官
た
る
大
将
軍
の
印
綬
を
没
収
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

梁
氏
誅
滅
に
際
し
て
、
桓
帝
が
梁
冀
に
対
し
て
と
っ
た
措
置
と
ま
っ
た

く
同
じ
で
あ
る
。
す
る
と
、
梁
冀
政
権
以
外
の
外
戚
政
権
も
、
大
将
軍

を
主
た
る
勢
力
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

巻
一
六�
禹
列
伝
附��
列
伝
に
、��
の
大
将
軍
在
官
時
の
こ
と

と
し
て時

に
元
二
の
災
に
遭
い
、
人
士
、
荒
飢
し
て
、
死
者
、
相
望
み
、

盜
賊
、
羣
起
し
て
、
四
夷
、
侵
畔
す
。(�)�
等
、
節
儉
を
崇

び
て
、
力
役
を
罷
め
、
天
下
の
賢
士
た
る
何
熙
・�殳
諷
・
羊
浸
・

李�
・
陶
敦
等
を
推
進
し
て
朝
廷
に
列
せ
し
め
、
楊
震
・
朱
寵
・

陳
禪
を
辟
し
て
之
を
幕
府
に
置
く
。
故
に
天
下
、
復
た
安
ん
ず
。

と
あ
り
、��
は
倹
約
の
奨
励
、
人
材
の
推
挙
な
ど
を
実
施
し
、
国
政

運
営
に
お
い
て
主
導
的
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
巻
三
四

― 38 ―



梁
統
列
伝
附
梁
商
列
伝
に
、

大
将
軍
梁
商
の
政
治
活
動

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。

(

梁)

商
、
戚
屬
を

以
て
大
位
に
居
り
て

よ
り
、
存と

う
毎
に
謙

柔
、
己
を
虚
し
く
し

て
賢
を
進
め
、
漢
陽

の
巨
覽
、
上
黨
の
陳

龜
を
辟
し
て
掾
屬
と

爲
し
、
李
固
・
周
擧

を
從
事
中�
と
爲
す
。

是
に
於
い
て
、
京
師
、

翕
然
と
し
て
、
稱
う

る
に

｢

良
輔｣
と
爲

す
。(

順)

帝
、
重

く
焉
に
委
ぬ
。

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
梁

商
は
、
李
固
を
は
じ
め
と

す
る
有
能
な
官
僚
を
推
挙
・

辟
召
し
て

｢

良
輔｣

と
称

え
ら
れ
、
順
帝
か
ら
国
政

を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
表
１
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、��
と
梁
商
は
、

い
ず
れ
も
大
将
軍
以
外
の
官
や
権
限
、
殊
典
を
拝
受
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
、
大
将
軍
府
を
擁
す
る
大
将
軍
を
本
官
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
政
を
主
導
し
得
る
権
限
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
、
後
漢
の
外
戚
政
権
は
、
将
軍
ひ
い
て
は
将
軍
府
を
主
要
な

勢
力
基
盤
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

表
１
に
見
え
る
よ
う
に
、
梁
冀
政
権
に
権
威
を
も
た
ら
し
て
い
た

｢

平
尚
書
事｣

権
や

｢

録
尚
書
事｣

権
は
、
梁
冀
以
前
の
外
戚
に
は
付

与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
梁
冀
政
権
以
降
、
彼
ら
は
将
軍

に
任
官
す
る
と
と
も
に
、｢

録
尚
書
事｣

権
を
も
拝
受
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
後
漢
の
外
戚
は
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て

の
権
限
と
権
威
を
兼
備
す
る
に
至
っ
た
。
か
よ
う
な
外
戚
政
権
の
権
力

構
造
は
、
梁
冀
政
権
の
登
場
を
契
機
に
常
態
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
後
漢
の
外
戚
政
権
の
権
力
構
造
を
、
梁
冀
政
権
の
権
力

構
造
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
こ
と

が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
梁
冀
は
、｢

録
尚
書
事｣

・｢

平
尚
書
事｣

と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
尚
書
台
な
い
し
は
い
わ
ゆ
る

｢

尚
書
体
制｣

を
掌
握
し
、
国
政
を

主
導
し
て
い
た
、
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、｢

尚
書
の
事
を
録

す｣

と
は

｢

録
尚
書
事｣

権

(

尚
書
台
を
組
織
外
か
ら
監
督
し
、
そ
の
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表１ 大将軍を本官とする外戚

任官者 在任期間
殊 典

その他
栄誉ある権限 特別待遇

｢平尚書事｣権 官位･封爵 蕭何故事 霍光故事 封地 絶席 ｢録尚書事｣権 拝受
竇憲 和帝期(��～��) × × × × × × × ×�� 安帝期(���～���) × × × × × × × ×
耿宝 安帝期～北郷侯期(���～���) × × × × × × × ×
梁商 順帝期(���～���) × × × × × × × ×
梁冀 順帝～桓帝期(���～���) ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ×
竇武 桓帝～霊帝期(���～���) × × × × × × ○ ×
何進 霊帝～少帝期(���～���) × × × × × × ○ ×

注�) ｢蕭何故事｣とは､ 蕭何の論功行賞を典拠とする｢入朝不趨｣・｢劔履上殿｣・｢謁讚不名｣の賜与｡ ｢霍光故事｣とは､ 霍
光の国葬の礼を典拠とする財物の賜与｡ ｢封地｣とは､ 広大な封地の賜与｡

注�) ｢官位・爵号｣とは､ 一般の臣下の就き得ない官への任官と､ 王公の爵号の賜与｡ ｢絶席｣とは､ 他者と席次を区別す
ること｡ ｢拝受｣とは､ 大将軍・｢録尚書事｣権・殊典を除く官や権限の拝受の有無｡

注�) 竇武の大将軍就任年について､ 『後漢書』 巻八霊帝紀・建寧元年条は建寧元年 (���) とし､ 『後漢紀』 巻二二桓帝
紀下・延熹九年条は延熹九年 (���) とする｡ ここでは 『後漢紀』 の記述に従った｡



正
常
な
る
運
営
を
図
る
権
限)

を
、｢

尚
書
の
事
を
平
す｣

と
は

｢

平

尚
書
事｣

権

(

尚
書
台
が
皇
帝
に
上
奏
文
を
伝
達
す
る
前
に
、
そ
れ
を

披
閲
し
得
る
権
限)

を
、
そ
れ
ぞ
れ
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
慣
用
的

表
現
で
あ
る
。｢

録
尚
書
事｣

権
・｢

平
尚
書
事｣

権
を
付
与
さ
れ
る
以

前
か
ら
、
梁
冀
が
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
梁
冀
政
権
の
主
た
る
勢
力
基
盤
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
こ
の
政
権
の
主
要
な
勢
力
基
盤
は
、
梁
冀
の
本
官
た
る

大
将
軍
ひ
い
て
は
大
将
軍
府

(

国
政
運
営
の
中
心
的
機
関
と
し
て
機
能

し
て
い
た
将
軍
府
の
一
つ)
に
求
め
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、｢

録
尚
書
事｣

権
と

｢
平
尚
書
事｣

権
が
、
政
治
的
に

な
ん
ら
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、

｢

録
尚
書
事｣

権
と
、
殊
典

(

栄
誉
あ
る
権
限
＋
特
別
待
遇)

の
一
つ

に
数
え
ら
れ
る

｢

平
尚
書
事｣

権
は
、
被
付
与
者
の
権
限
を
強
化
す
る

と
同
時
に
、
そ
の
権
威
を
高
め
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て
位
置
づ
け
る

効
果
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
梁
冀
は
、
大
将
軍
に
任
官

す
る
と
と
も
に

｢

平
尚
書
事｣

権
や

｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
、
国

政
の
主
導
者
と
し
て
の
権
限
と
権
威
を
兼
備
し
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
権
力
構
造
を
有
す
る
梁
冀
政
権
と
同
様
に
、
そ
の
他
の
外
戚

政
権
も
、
将
軍
ひ
い
て
は
将
軍
府
を
主
な
勢
力
基
盤
と
し
て
い
た
。
彼

ら
は
、
梁
冀
政
権
以
前
に
は
殊
典
や

｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は｢

録
尚
書
事｣

権
を
拝
受
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
後
漢
の
外
戚
は
、
国
政
の
主
導
者
と
し
て
の
権

限
と
権
威
を
兼
ね
備
え
た
の
で
あ
る
。
梁
冀
政
権
の
登
場
は
、
外
戚
政

権
の
権
力
構
造
が
右
の
よ
う
な
形
で
常
態
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
後
漢
で
は
公
府
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め

る
政
治
体
制
が
布
か
れ
て
い
た

(�)

。
本
稿
で
検
討
し
た
ご
と
く
、
外
戚
政

権
の
主
た
る
勢
力
基
盤
が
将
軍
府
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
当
時
の
政
治

体
制
下
に
お
い
て
、
将
軍
府
も
ま
た
中
心
的
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
ら
ば
、
後
漢
に
お
い
て
は
公
府
・
将
軍
府
を
中

心
と
す
る
政
治
体
制
が
布
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
あ

ら
た
め
て
問
題
と
な
る
の
が
、
右
の
政
治
体
制
の
も
と
で
尚
書
台
が
如

何
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
体
制
が

後
漢
一
代
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
、
魏
晉
期
以
降
に
継
承
・
発

展
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
、
今
後
、
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ

る
。
別
稿
に
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注(

１)

梁
冀
政
権
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
狩
野
直
禎

『

後
漢
政
治
史
の
研
究』

(

同
朋
舎
、
一
九
九
三
年)

、
斉
藤
英
敏

｢

党
錮
前
史
―
梁
氏
専
権
と
そ
の
時

代
―｣

(『

中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究』

一
九
、
一
九
九
五
年)

、
東
晋
次

『

後

漢
時
代
の
政
治
と
社
会』

(

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年)

、
渡
邉
義

浩

『

後
漢
時
代
の
支
配
と
儒
教』

(

雄
山
閣
、
一
九
九
五
年)

、
薛
正
昌

｢

東

漢
豪
族
梁
氏
述
評｣

(『

寧
夏
社
会
科
学』

一
九
九
八
―
四
、
一
九
九
八
年)

、

衛
広
来

『

漢
魏
晉
皇
権�亶
代』

(

書
海
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年)

な
ど
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
も
官
制
史
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

(

２)

例
え
ば
、
東
前
掲
書
は
、
皇
帝
が
儒
家
思
想
に
見
え
る

｢

親
親
の
義｣

に

基
づ
い
て

｢
貴
戚｣

(

内
戚
・
外
戚)

を
優
遇
し
た
こ
と
に
よ
り
、
外
戚
は
内
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朝
官
た
る
尚
書
台
を
掌
握
し
て
国
政
に
参
与
し
た
、
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
渡
邉
前
掲
書
は
、
外
戚
専
権
の
淵
源
を
皇
帝
と
の
親
近
性
に
求
め
る
見

方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
戚
の
権
力
は
、
皇
帝
の
嫡
妻
権

に
基
づ
く
皇
太
后
権
を
淵
源
と
す
る
擬
似
皇
帝
権
力
で
あ
り
、
皇
帝
権
力
と

競
合
し
て
い
た
彼
ら
は
、
皇
太
后
臨
朝
下
に
お
い
て
、
将
軍
・
内
朝
官
を
掌

握
し
て
独
自
の
権
力
を
振
っ
て
い
た
、
と
。

(

３)

陶
希
聖
編

『
中
国
政
治
制
度
史』

(

啓
業
書
局
、
一
九
四
三
年)

、
労�

｢

論
漢
代
的
内
朝
与
外
朝｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊』

一
三
、

一
九
四
八
年
。
後
に
同
氏

『

労�
学
術
論
文
集』

甲
編
、
芸
文
印
書
館
、
一

九
七
六
年
に
収
録)

、
楊
樹
藩
Ａ

｢

両
漢
尚
書
制
度
的
研
究｣

(『

大
陸
雑
誌』

二
三
―
三
、
一
九
六
一
年)
、
張
亜�雲｢
両
漢
尚
書
台｣

(『

国
立
政
治
大
学
学

報』

五
、
一
九
六
二
年)

、
鎌
田
重
雄

｢

漢
代
の
尚
書
官
―
領
尚
書
事
と
録
尚

書
事
と
を
中
心
と
し
て
―｣

(『

東
洋
史
研
究』

二
六
―
四
、
一
九
六
八
年)

、

山
本
隆
義

『

中
国
政
治
制
度
の
研
究
内
閣
制
度
の
起
源
と
発
展』

(

同
朋
社
、

一
九
六
八
年)

、
冨
田
健
之
Ａ

｢

漢
時
代
に
お
け
る
尚
書
体
制
の
形
成
と
そ
の

意
義｣

(『

東
洋
史
研
究』

四
五
―
二
、
一
九
八
六
年)
、
Ｂ

｢

後
漢
前
半
期
に

お
け
る
皇
帝
支
配
と
尚
書
体
制｣

(『

東
洋
学
報』

八
一
―
四
、
二
〇
〇
〇
年)

、

Ｃ

｢

後
漢
後
半
期
の
政
局
と
尚
書
体
制
―

｢

省
尚
書
事｣
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

九
州
大
学
東
洋
史
論
集』

二
〇
、
二
〇
〇
一
年)

、
安
作
璋
・
熊
鉄
基

『

秦

漢
官
制
史
稿』

(

斉
魯
書
社
、
一
九
八
四
年)

、
祝
総
斌

『

両
漢
魏
晉
南
北
朝

宰
相
制
度
研
究』
(

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年)

、
東
前
掲
書
、

衛
広
来
前
掲
書
、
卜
憲
群

『

秦
漢
官
僚
制
度』

(

社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二

〇
〇
二
年)

な
ど
。

(

４)

拙
稿
Ａ

｢

両
漢
代
に
お
け
る
公
府
・
将
軍
府
―
政
策
形
成
の
制
度
的
変
遷

を
中
心
に
―｣

(『

史
滴』

二
八
、
二
〇
〇
六
年)

。
な
お
、
本
稿
で
い
う
と
こ

ろ
の

｢

政
策
形
成｣

と
は
、
作
成
さ
れ
た
政
策
案
が
十
分
な
審
議
を
経
て
裁

可
さ
れ
、
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
指
す
。

(

５)

拙
稿
Ｂ

｢

後
漢
時
代
の
三
公
と
皇
帝
権
力
―
宦
官
の
勢
力
基
盤
と
徴
召
の

運
用
を
手
が
か
り
と
し
て
―｣

(『

史
観』

一
四
六
、
二
〇
〇
七
年)

。

(

６)

以
下
、
本
稿
で
は
、
范
曄

『

後
漢
書』

か
ら
の
引
用
は
書
名
を
省
略
し
、

司
馬
彪

『

続
漢
書』

の
志
を
除
い
た
通
算
巻
数
の
み
を
記
す
。

(

７)
｢

八
使
巡
行｣

と
は
、
漢
安
元
年
、
順
帝
の
勅
命
に
よ
り
、
八
名
の
監
察
官

が
各
地
を
巡
察
し
た
出
来
事
。
そ
の
詳
細
は
、
巻
六
一
周
挙
列
伝
に
見
え
る
。

(

８)

陶
希
聖
前
掲
書
、
鎌
田
前
掲
論
文
、
冨
田
前
掲
論
文
Ａ
・
Ｂ
な
ど
。

(

９)
[

一]

に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
南
宋
・
王
楙

『

野
客
叢
書』

巻
二
六

録
尚
書
事
条
、
清
・
趙
翼

『

廿
二
史
箚
記』

巻
二
漢
三
公
官
条
、
陶
希
聖
前

掲
書
、
労�
前
掲
論
文
、
楊
樹
藩
前
掲
論
文
Ａ
、
Ｂ

『

中
国
文
官
制
度
史』

(

三
民
書
局
、
一
九
七
六
年)

、
山
本
前
掲
書
、
鎌
田
前
掲
論
文
、
安
作
璋
・

熊
鉄
基
前
掲
書
、
祝
総
斌
前
掲
書
、
衛
広
来
前
掲
書
な
ど
が
、[

二]

に
属
す

る
も
の
と
し
て
、
張
亜�雲
前
掲
論
文
、
陳
琳
国

『

魏
晉
南
北
朝
政
治
制
度
研

究』
(

文
律
出
版
社
、
一
九
九
四
年)

、
李
宜
春

｢

両
漢
領
・
録
尚
書
事
制
度

比
較
研
究｣

(『

晉
陽
学
刊』

一
九
九
九
―
五
、
一
九
九
九
年)

、
卜
憲
群
前
掲

書
な
ど
が
、[

三]

を
唱
え
る
も
の
と
し
て
、
冨
田
前
掲
論
文
Ａ
・
Ｂ
が
あ
る
。

(�)
冨
田
前
掲
論
文
Ａ
・
Ｂ
。

(�)
『

漢
書』

・『

後
漢
書』

な
ど
の
史
書
に
お
い
て
、
某
者
が
任
官
し
た
こ
と
を

示
す
場
合
、
官
名
の
前
に

｢

爲｣

・｢

遷｣

・｢

加｣

と
い
っ
た
動
詞
を
置
く
こ

と
が
多
い
。
だ
が
、『

後
漢
紀』

や『

後
漢
書』

で
は
、
某
者
が｢

録
尚
書
事｣

と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
動
詞
を
用
い
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
官
秩
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、
後
漢
の

｢

録
尚
書
事｣

を
官
名
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

(�)
張
亜�雲
前
掲
論
文
。

(�)
巻
三
七
桓
栄
列
伝
附
桓
焉
列
伝
に

｢

順
帝
即
位
、
拜
太
傅
、
與
太
尉
朱
寵

竝
録
尚
書
事
。(

桓)

焉
復
入
授
經
禁
中
、
因
讌
見
建
言
、｢

宜
引
三
公
・
尚

書
入
省
事｣

。
帝
從
之｣

と
あ
り
、｢

録
尚
書
事｣

し
て
い
た
桓
焉
が
順
帝
に

対
し
て
、
三
公
と
尚
書
に
国
政
を
担
当
さ
せ
る
よ
う
進
言
し
て
い
る
。
一
見

す
る
と
、｢
録
尚
書
事｣

し
た
者
は
、
尚
書
台
の
み
な
ら
ず
、
三
公
も
監
督
下
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に
置
い
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
桓
焉
は
順
帝
に
進
言
し
た

の
で
あ
っ
て
、
三
公
や
尚
書
台
に
直
接
指
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
た
め
、
三
公
が

｢

録
尚
書
事｣

し
た
者
の
監
督
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
は

考
え
難
い
。
お
そ
ら
く
桓
焉
は
、
皇
帝
の
輔
導
役
で
あ
る
太
傅
の
権
限
に
基

づ
い
て
、
右
の
よ
う
に
進
言
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(�)
山
田
勝
芳

｢

後
漢
の
大
司
農
と
少
府｣

(『

史
流』

一
八
、
一
九
七
七
年)

。

(�)
『

尚
書』
伊
訓
篇
に
も

｢

惟
元
祀
。
十
有
二
月
、
乙
丑
、
伊
尹
祠
于
先
王
。

奉
嗣
王
祗
見
厥
祖
。
侯
甸
・
羣
后
咸
在
。
百
官
總
己
以
聽
冢
宰｣

と
あ
り
、

｢

百
官
總
己
以
聽
冢
宰｣
の
句
が
見
え
る
。
し
か
し
、
伊
訓
篇
は
偽
古
文
尚
書

で
あ
る
た
め
、
和
帝
紀
所
載
の
詔
の
出
典
と
は
み
な
し
難
い
。
ち
な
み
に
、

定
州
漢
簡

｢

論
語｣

第
四
〇
七
〜
四
〇
八
簡
に

｢

…
…
曰
、
書
云
、
□
□
□

陰
、
三
年
不
言
。
何
謂
也
。
子
曰
、
何
…
…
薨
、
百
官
總
己
、
以
聽
於
冢
宰
…
…

｣

と
あ
り
、『

定
州
漢
墓
竹
簡
論
語』

(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
七
年)

の
釈

文
は
、
こ
れ
を

｢

憲
問
篇｣

に
含
め
て
い
る
。

(�)
巻
四
三
朱
暉
列
伝
附
朱
穆
列
伝
に｢

及
桓
帝
即
位
、
順
烈
太
后
臨
朝
。(

朱)

穆
以

(

梁)

冀�
地
親
重
、
望
有
以
扶
持
王
室
、
因
推
災
異
、
奏
記
以
勸
戒

冀
曰
、｢

…
…｣

。
又
薦��
・
欒
巴
等
。
而
明
年
、
嚴
鮪
謀
立
清
河
王

(

劉)

蒜
、
又
黄
龍
二
見
沛
國
。
冀
無
術
學
、
遂
以
穆
龍
戰
之
言
爲
應
。
於
是
、
請

�
爲
從
事
中�
、
薦
巴
爲
議�
、
擧
穆
高
第
、
爲
侍
御
史｣
と
あ
る
。
辟
召

に
つ
い
て
は
、
福
井
重
雅

『

漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究』

(

創
文
社
、
一
九

八
八
年)

な
ど
を
参
照
。

(�)
｢

謁
讚
不
名｣

の

｢

不
名｣

に
つ
い
て
、
尾
形
勇
Ａ

｢

漢
唐
間
の

｢

殊
礼｣

に
つ
い
て｣
(『

山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告』

二
四
、
一
九
七
四
年)

、
Ｂ

『

中
国
古
代
の

｢

家｣

と
国
家』

(

岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年)

は
、
皇
帝
に

拝
謁
す
る
際
に
名
乗
ら
な
い
こ
と
と
す
る
が
、
岡
安
勇

｢

中
国
古
代
に
お
け

る｢

客
礼｣

の
礼
遇
形
式
―
匈
奴
呼
韓
邪
単
于
へ
の
礼
遇
を
手
掛
り
と
し
て
―｣

(『

東
方
学』

七
四
、
一
九
八
七
年)

、
石
井
仁
Ａ

｢

虎
賁
班
剣
考
―
漢
六
朝
の

恩
賜
・
殊
礼
と
故
事
―｣

(『

東
洋
史
研
究』

五
九
―
四
、
二
〇
〇
一
年)

は
、

拝
謁
時
に
諱
を
呼
ば
れ
な
い
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
岡
安
・
石

井
の
両
氏
の
見
解
に
従
っ
て
お
く
。

(�)
[

１]

に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
陶
希
聖
前
掲
書
、
労�
前
掲
論
文
、

張
亜�雲
前
掲
論
文
、
鎌
田
前
掲
論
文
、
安
作
璋
・
熊
鉄
基
前
掲
書
、
冨
田
前

掲
論
文
Ｃ
な
ど
が
あ
る
。
他
方
、[

２]

に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
楊
樹
藩
前

掲
論
文
Ａ
・
前
掲
書
Ｂ
、
陳
仲
安
・
王
素

『

漢
唐
職
官
制
度
研
究』

(

中
華
書

局
、
一
九
九
三
年)

、
汪
桂
海

『

漢
代
官
文
書
制
度』

(

広
西
教
育
出
版
社
、

一
九
九
九
年)

、
米
田
健
志

｢

前
漢
後
期
に
お
け
る
中
朝
と
尚
書
―
皇
帝
の
日

常
政
務
と
の
関
連
か
ら
―｣

(『

東
洋
史
研
究』

六
四
―
二
、
二
〇
〇
五
年)

な
ど
が
あ
る
。[

１]

に
属
す
る
冨
田
論
文
は
、
前
掲
梁
冀
列
伝
に
見
え
る

｢

平
尚
書
事｣

を
、｢

録
尚
書
事｣

と
な
っ
た
梁
冀
が

｢

皇
帝
官
房｣

と
し
て

機
能
し
て
い
た
尚
書
台
を
総
攬
し
つ
つ
、
十
日
に
一
度
、
桓
帝
に
よ
る
上
奏

文
の
決
裁
を
輔
翼
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

｢

録
尚
書
事｣

の
あ
り
方
が
本
稿
で
分
析
し
た
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の

よ
う
に
は
解
し
難
く
な
る
。
ま
た
、[

２]

に
分
類
さ
れ
る
米
田
論
文
は
、
後

掲

『

漢
書』

巻
七
六
張
敞
伝
に
見
え
る

｢

平
尚
書
事｣

を
、
皇
帝
の
上
奏
文

決
裁
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
判
断
の
参
考
に
供
す
る
た
め
に
上
奏
内
容
を

｢

評

議｣

す
る
こ
と
と
解
し
た
上
で
、
後
漢
の

｢

省
尚
書
事｣

と
同
じ
も
の
で
あ

ろ
う
、
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
、｢

平
尚
書
事｣

と

｢

省
尚
書
事｣

を
同
一

の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
Ｂ
を
参
照
。

(�)
前
掲
拙
稿
Ａ
を
参
照
。

(�)
楊
樹
藩
前
掲
論
文
Ａ
・
前
掲
書
Ｂ
。
ち
な
み
に
、
汪
桂
海
前
掲
書
も
、
楊

樹
藩
氏
と
同
様
に
解
し
て
い
る
。

(�)
｢

聞｣

字
に
つ
い
て
、
巻
七
一
皇
甫
嵩
列
伝
に｢

明
年(

中
平
六
年)

、(

董)

卓
拜
爲
并
州
牧
、
詔
使
以
兵
委

(

皇
甫)

嵩
、
卓
不
從
。
…
…
於
是
、
上
書

以
聞
。(

霊)

帝
讓
卓
。
卓
又�
怨
於
嵩｣

と
あ
る
よ
う
に
、
皇
甫
嵩
は
、
董

卓
が
命
令
違
反
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
、
上
奏
文
に
よ
っ
て
霊
帝
に

｢

聞｣

し
、
そ
れ
を
う
け
て
、
霊
帝
は
董
卓
を
叱
責
し
て
い
る
。
皇
甫
嵩
が
上
奏
文
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を

｢

聞｣

し
た
後
に
、
霊
帝
が
上
奏
内
容
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、｢

聞｣

字
は
上
奏
文
を
披
閲
さ
せ
る
意
に
解
さ
れ
る
。

他
方
、
巻
五
四
楊
震
列
伝
に

｢

安
帝
乳
母
王
聖
、
因
保
養
之
勤
、
縁
恩
放

恣
。
聖
子
女
伯
榮
出
入
宮
掖
、
傳
通
姦
賂
。(

楊)

震
上
疏
曰
、｢

…
…｣

。
奏

御
。
帝
以
示
阿
母
等
、
内
倖
皆
懐
忿
恚｣

と
あ
り
、
楊
震
の
上
奏
文
が

｢

奏

御｣
さ
れ
た
後
、
安
帝
は
そ
れ
を
乳
母
の
王
聖
ら
に
提
示
し
て
い
る
。
右
の

記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、｢

奏
御｣

の
後
に
皇
帝
が
上
奏
文
を
第
三
者
に
提
示

し
得
た
こ
と
、
お
よ
び
、
一
般
に
漢
代
に
お
い
て
、
上
奏
文
が
尚
書
台
を
経

て
皇
帝
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、｢

奏
御｣

は
、
上
奏
文
を
尚
書
台
経

由
で
皇
帝
に
伝
達
す
る
意
に
解
し
得
る
。

と
こ
ろ
で
、『

後
漢
紀』
巻
三
〇
献
帝
紀
・
建
安
二
四
年
条
に

｢(

劉)

備

上
言
曰
、｢

…
…
臣
等
、
昔
、
與
車
騎
將
軍
董
承
同
謀
討

(

曹)

操
、
機
事
不

密
、
承
見
陷
害
。
臣
播
越
失
據
、
忠
義
不
果
。
…
…｣｣

と
あ
る
ご
と
く
、
劉

備
と
と
も
に
曹
操
謀
殺
を
企
て
た
董
承
は
、｢
機
事｣

が
発
覚
し
た
こ
と
に
よ

り
、
曹
操
に
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

｢
機
事｣

と
は
、
前
後
の
文
脈

か
ら
判
断
し
て
、
機
密
事
項
に
属
す
る
曹
操
謀
殺
計
画
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。
す
る
と
、｢

機
事｣

は
機
密
事
項
の
意
に
解
さ
れ
る
。

(�)
｢

臺
閣｣

に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
Ｂ
を
参
照
。

(�)
尾
形
前
掲
論
文
Ａ
・
前
掲
書
Ｂ
。

(�)
ち
な
み
に
、
殊
礼
に
つ
い
て
、
岡
安
前
掲
論
文
は
、
匈
奴
単
于
な
ど
の
皇

帝
の
賓
客
と
特
別
な
臣
下
に
賜
与
す
る

｢

礼
遇｣

と
し
、
石
井
前
掲
論
文
Ａ
、

Ｂ

｢

曹
操
の
司
空
・
丞
相
府
に
つ
い
て
―
漢
六
朝
期
に
お
け
る
輔
政
と
覇
府｣

(『

唐
代
史
研
究』

創
刊
号
、
一
九
九
八
年)

は
、
功
臣
や
権
臣
な
ど
、
皇
帝

と
特
別
な
関
係
に
あ
る
臣
下
に
賜
与
す
る

｢

恩
賜｣

と
し
て
い
る
。

(�)

石
井
前
掲
論
文
Ａ
。｢

蕭
何
故
事｣

の
典
拠
は
、『

史
記』

巻
五
三
蕭
相
国

世
家
の

｢

於
是
、
乃
令
蕭
何
第
一
、
賜
帶
劍
履
上
殿
・
入
朝
不
趨｣

で
あ
る
。

(�)
｢

霍
光
故
事｣

の
典
拠
は
、『

漢
書』

巻
六
八
霍
光
伝
の

｢(

霍)

光
薨
、
上

及

(

霍)

皇
太
后
親
臨
光
喪
。
…
…
賜
金
錢
・�
絮
・�
被
百
領
・
衣
五
十

篋
・
璧
珠�幾
玉
衣
、
梓
宮
・
便
房
・
黄
腸
題
湊
各
一
具
、
樅
木
外
臧
椁
十
五

具
、
東
園
温
明
、
皆
如
乘
輿
制
度
。
載
光
尸
柩
以��京
車
、
黄
屋
左
纛
、
發

材
官
・
輕
車
・
北
軍
五
校
士
、
軍
陳
至
茂
陵
、
以
送
其
葬｣

で
あ
る
。

(�)�
禹
の
封
侯
に
つ
い
て
、
巻
一
六�
禹
列
伝
に

｢(

建
武)

十
三
年
、
天
下

平
定
、�
功
臣
皆�
戸
邑
。
定
封

(�)

禹
爲
高
密
侯
、
食
高
密
・
昌
安
・

夷
安
・
淳
于
四
縣｣

と
あ
る
。

(�)

巻
一
五
来
歙
列
伝
に
、
来
歙
が
隗
囂
と
の
戦
い
で
活
躍
し
た
後
に
開
か
れ

た
宴
会
の
様
子
に
つ
い
て

｢

於
是
、
置
酒
高
會
、
勞
賜

(

來)

歙
。
班
坐
絶

席
、
在�
將
之
右
、
賜
歙
妻�
千
匹｣

と
あ
る
よ
う
に
、｢

絶
席｣

と
は
某
者

の
席
次
を
他
者
と
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(�)
朝
会
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
信
一
郎

『

天
空
の
玉
座
―
中
国
古
代
帝
国

の
朝
政
と
儀
礼』

(

柏
書
房
、
一
九
九
六
年)

を
参
照
。

(�)
廖
伯
源

｢

東
漢
将
軍
制
度
之
演
変｣

(『

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集

刊』

六
〇
―
一
、
一
九
八
九
年
。
後
に
同
氏

『

歴
史
与
制
度
漢
代
政
治
制
度

試
釈』

、
香
港
教
育
図
書
公
司
、
一
九
九
七
年
に
収
録)

。

(�)
前
掲
拙
稿
Ａ
・
Ｂ
。

(�)
前
掲
拙
稿
Ｂ
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
籍)
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